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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】令和2年6月18日(2020.6.18)

【公開番号】特開2020-68850(P2020-68850A)
【公開日】令和2年5月7日(2020.5.7)
【年通号数】公開・登録公報2020-018
【出願番号】特願2018-202639(P2018-202639)
【国際特許分類】
   Ａ６３Ｆ   7/02     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６３Ｆ    7/02     ３２０　

【手続補正書】
【提出日】令和2年4月7日(2020.4.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技領域に遊技媒体を発射して遊技を行う遊技機であって、
　前記遊技領域に発射された遊技媒体が流下可能な第１経路および該第１経路とは異なる
第２経路と、
　前記第１経路に遊技媒体を流下させることが有利な第１状態と、前記第２経路に遊技媒
体を流下させることが有利な第２状態と、を含む複数の状態に制御可能な制御手段と、
　前記第２経路に向けた遊技媒体の発射を促す促進報知を実行可能な報知手段と、を備え
、
　前記報知手段は、
　　前記第２状態であるときに、第１態様の促進報知と、該第１態様よりも認識しやすい
第２態様の促進報知と、を実行可能であり、
　　所定条件の成立に基づいて第１態様の促進報知を実行可能であり、
　　前記所定条件が成立した後に特定条件の成立に基づいて第２態様の促進報知を実行可
能であり、
　　前記第１状態から前記第２状態に制御される状態切替に対応して、前記所定条件が成
立しなくても第１態様の促進報知を実行可能であり、
　　前記状態切替からの所定期間において、前記特定条件が成立しても第２態様の促進報
知を実行せずに、第１態様の促進報知を実行する、
　ことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　遊技領域に遊技媒体を発射して遊技を行う遊技機であって、
　前記遊技領域に発射された遊技媒体が流下可能な第１経路および該第１経路とは異なる
第２経路と、
　前記第１経路に遊技媒体を流下させることが有利な第１状態と、前記第２経路に遊技媒
体を流下させることが有利な第２状態と、を含む複数の状態に制御可能な制御手段と、
　前記第２経路に向けた遊技媒体の発射を促す促進報知を実行可能な報知手段と、を備え
、
　前記報知手段は、
　　前記第２状態であるときに、第１態様の促進報知と、該第１態様よりも認識しやすい



(2) JP 2020-68850 A5 2020.6.18

第２態様の促進報知と、を実行可能であり、
　　所定条件の成立に基づいて第１態様の促進報知を実行可能であり、
　　前記所定条件が成立した後に特定条件の成立に基づいて第２態様の促進報知を実行可
能であり、
　　前記第１状態から前記第２状態に制御される状態切替に対応して、前記所定条件が成
立しなくても第１態様の促進報知を実行可能であり、
　前記状態切替からの所定期間において、前記特定条件が成立し得る特定事象が発生して
も前記特定条件を成立させず、
　前記報知手段は、前記所定期間において、第１態様の促進報知を実行する、
　ことを特徴とする遊技機。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　（Ａ）上記目的を達成するため、本願発明に係る遊技機は、遊技領域に遊技媒体を発射
して遊技を行う遊技機であって、前記遊技領域に発射された遊技媒体が流下可能な第１経
路および該第１経路とは異なる第２経路と、前記第１経路に遊技媒体を流下させることが
有利な第１状態と、前記第２経路に遊技媒体を流下させることが有利な第２状態と、を含
む複数の状態に制御可能な制御手段と、前記第２経路に向けた遊技媒体の発射を促す促進
報知を実行可能な報知手段と、を備え、前記報知手段は、前記第２状態であるときに、第
１態様の促進報知と、該第１態様よりも認識しやすい第２態様の促進報知と、を実行可能
であり、所定条件の成立に基づいて第１態様の促進報知を実行可能であり、前記所定条件
が成立した後に特定条件の成立に基づいて第２態様の促進報知を実行可能であり、前記第
１状態から前記第２状態に制御される状態切替に対応して、前記所定条件が成立しなくて
も第１態様の促進報知を実行可能であり、前記状態切替からの所定期間において、前記特
定条件が成立しても第２態様の促進報知を実行せずに、第１態様の促進報知を実行する。
　（１）上記目的を達成するため、他の遊技機は、遊技領域に遊技媒体（例えば遊技球な
ど）を発射して遊技を行う遊技機（例えばパチンコ遊技機１など）であって、前記遊技領
域に発射された遊技媒体が流下可能な第１経路（例えば右側遊技領域など）および該第１
経路とは異なる第２経路（例えば左側遊技領域など）と、前記第１経路に遊技媒体を流下
させることが有利な第１状態（例えば高ベース状態など）と、前記第２経路に遊技媒体を
流下させることが有利な第２状態（例えば低ベース状態など）とを含む複数の状態に制御
可能な制御手段（例えば遊技制御用マイクロコンピュータ１００のＣＰＵ１０３など）と
、前記第２経路に向けた遊技媒体の発射を促す促進報知を実行可能な報知手段（例えば演
出制御用ＣＰＵ１２０、画像表示装置５、スピーカ８Ｌ、８Ｒなど）とを備え、前記報知
手段は、前記第２状態であるときに、第１態様の促進報知（例えば第１報知画像の表示例
６９ＡＫＤ１１、第１報知出力量による音声出力など）と、該第１態様よりも認識しやす
い第２態様の促進報知（例えば第２報知画像の表示例６９ＡＫＤ１２、第２報知出力量に
よる音声出力など）とを実行可能であり、所定条件（例えば第１通過条件など）の成立に
基づいて第１態様の促進報知を実行可能であり、前記所定条件が成立した後に特定条件（
例えば第２通過条件など）の成立に基づいて第２態様の促進報知を実行可能であり、前記
第１状態から前記第２状態に制御される状態切替に対応して、前記所定条件が成立しなく
ても第１態様の促進報知を実行可能であり（例えばステップ６９ＡＫＳ２３、６９ＡＫＳ
２６など）、前記状態切替からの所定期間において、前記特定条件が成立しても第２態様
の促進報知を実行しない（例えば設定Ｂまたは設定Ｃによる第２報知制限設定など）。
　このような構成によれば、適切な報知が可能となり、遊技興趣の低下を防止できる。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
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【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　（Ｂ）あるいは、本願発明に係る遊技機は、遊技領域に遊技媒体を発射して遊技を行う
遊技機であって、前記遊技領域に発射された遊技媒体が流下可能な第１経路および該第１
経路とは異なる第２経路と、前記第１経路に遊技媒体を流下させることが有利な第１状態
と、前記第２経路に遊技媒体を流下させることが有利な第２状態と、を含む複数の状態に
制御可能な制御手段と、前記第２経路に向けた遊技媒体の発射を促す促進報知を実行可能
な報知手段と、を備え、前記報知手段は、前記第２状態であるときに、第１態様の促進報
知と、該第１態様よりも認識しやすい第２態様の促進報知と、を実行可能であり、所定条
件の成立に基づいて第１態様の促進報知を実行可能であり、前記所定条件が成立した後に
特定条件の成立に基づいて第２態様の促進報知を実行可能であり、前記第１状態から前記
第２状態に制御される状態切替に対応して、前記所定条件が成立しなくても第１態様の促
進報知を実行可能であり、前記状態切替からの所定期間において、前記特定条件が成立し
得る特定事象が発生しても前記特定条件を成立させず、前記報知手段は、前記所定期間に
おいて、第１態様の促進報知を実行する。
　（２）あるいは、他の遊技機は、遊技領域に遊技媒体（例えば遊技球など）を発射して
遊技を行う遊技機（例えばパチンコ遊技機１など）であって、前記遊技領域に発射された
遊技媒体が流下可能な第１経路（例えば右側遊技領域など）および該第１経路とは異なる
第２経路（例えば左側遊技領域など）と、前記第１経路に遊技媒体を流下させることが有
利な第１状態（例えば高ベース状態など）と、前記第２経路に遊技媒体を流下させること
が有利な第２状態（例えば低ベース状態など）とを含む複数の状態に制御可能な制御手段
（例えば遊技制御用マイクロコンピュータ１００のＣＰＵ１０３など）と、前記第２経路
に向けた遊技媒体の発射を促す促進報知を実行可能な報知手段（例えば演出制御用ＣＰＵ
１２０、画像表示装置５、スピーカ８Ｌ、８Ｒなど）とを備え、前記報知手段は、前記第
２状態であるときに、第１態様の促進報知（例えば第１報知画像の表示例６９ＡＫＤ１１
、第１報知出力量による音声出力など）と、該第１態様よりも認識しやすい第２態様の促
進報知（例えば第２報知画像の表示例６９ＡＫＤ１２、第２報知出力量による音声出力な
ど）とを実行可能であり、所定条件（例えば第１通過条件など）の成立に基づいて第１態
様の促進報知を実行可能であり、前記所定条件が成立した後に特定条件（例えば第２通過
条件など）の成立に基づいて第２態様の促進報知を実行可能であり、前記第１状態から前
記第２状態に制御される状態切替に対応して、前記所定条件が成立しなくても第１態様の
促進報知を実行可能であり（例えばステップ６９ＡＫＳ２３、６９ＡＫＳ２６など）、前
記状態切替からの所定期間において、前記特定条件が成立し得る特定事象が発生しても前
記特定条件を成立させない（例えば設定Ａによる第２報知制限設定など）。
　このような構成によれば、適切な報知が可能となり、遊技興趣の低下を防止できる。


	header
	written-amendment

